
　事業概要等

  １　事業の概要
　　　大船フラワーセンターについては、神奈川県立大船フラワーセンター条例に基づき、新たに指定管理者制度を導入することと
　　し、平成30年４月１日から平成35年３月31日の５年間を指定期間として、指定管理者の指定を行うため、平成29年度９月予算で
　　指定管理料の債務負担行為を設定した。

　２　債務負担行為設定理由
　　　消費税率の引上げに伴う増額分について、新たに設定する必要が生じたため。

　３　限度額の積算内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

  【調整の内容】
  　要求どおり計上。
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大船フラワーセンター指定管理費

局名 　環境農政局 所属名 農政課（直通　045-210-4407） （単位　千円）

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
31 年度

平成29年度 - - -

平成30年度 - - -

平成31年度 920 - 920

平成32年度 1,778 - 1,778

平成33年度 1,752 - 1,752
平成34年度 1,716 - 1,716

計 6,166 - 6,166
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